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近年、政府の成長戦略の一環としてコーポレートガバナンス強化の方針が打ち出され、コーポ

レートガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードの運用が開始されている。コーポレー

トガバナンス・コードに盛り込まれた「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」という基

本原則にもあるように、従業員は重要なステークホルダーであり、中長期的な企業価値の向上を

実現するには労働組合と会社の対話が不可欠である。しかし、実際に注目が集められているのは、

取締役会の機関形態や社外取締役の拡充など、株主と会社との関係が中心となっている。こうし

たなかで、不適切な行為等を原因とする企業危機も相次いで起こっている。結果的に、これらは

雇用・労働問題にも影響を及ぼすことになりうる。そのため、労働組合の関与の強化により、本

来のコーポレートガバナンスを機能させることがより一層重要な課題になっている。 

連合総研ではコーポレートガバナンスに対する労働組合の関与の実態を明らかにするため、

2017 年度より「コーポレートガバナンスと労働組合の役割に関する調査研究委員会」を立ち上

げた。本研究委員会では、企業危機の克服やコーポレートガバナンスの強化に先進的に取り組む

労働組合に焦点をあてヒアリング調査を実施した。その結果、労使協議を通じた経営参加、企業

グループにおけるガバナンスへの関与、労働組合だからこそできる現場情報の収集と発言など、

労働組合の関与の実情が明らかになった。 
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